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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、間質性肺炎に対する気管支ファイバースコピー実施時の気

管支肺胞洗浄法検査同時加算の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 間質性肺炎に対する気管支肺胞洗浄法検査については、病態の観察や治

療方針を選択する上で医学的に有用であると整理した。 

 


